
◉神鏡不在の内侍所御神楽

T1

は
じ
め
に

　

観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
、
足
利
尊
氏
は
南
朝
に
降
伏
し
、
三
種
の
神
器
を
南
朝
に
引
き
渡
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
三
月
、

京
に
侵
入
し
た
南
朝
は
、
光
厳
・
光
明
・
崇
光
の
三
人
の
院
、
お
よ
び
前
東
宮
の
直
仁
親
王
を
拉
致
し
て
い
る
。
同
年
八
月
十
七
日
、

京
を
奪
還
し
た
義
詮
は
、
光
厳
院
の
第
二
皇
子
で
あ
る
弥
仁
王
を
擁
立
し
て
後
光
厳
天
皇
を
践
祚
さ
せ
、
北
朝
を
再
興
さ
せ
た
。

そ
の
後
の
北
朝
は
、
後
光
厳
・
後
円
融
・
後
小
松
の
三
代
約
四
十
年
に
渡
っ
て
三
種
の
神
器
を
保
持
し
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、

神
鏡
の
奉
仕
儀
礼
で
あ
っ
た
内
侍
所
御
神
楽
は
、
ほ
ぼ
毎
年
途
絶
え
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
中
絶
し
た
朝
儀

は
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
な
ぜ
内
侍
所
御
神
楽
は
継
続
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
神
鏡
不
在
と
い
う
現
実
を
抱
え
つ
つ

も
、
そ
の
奉
仕
儀
礼
で
あ
る
内
侍
所
御
神
楽
の
継
続
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
正
平
一
統
後
の
内
侍
所
御
神
楽

　

内
侍
所
御
神
楽
は
、
神
鏡
に
対
す
る
芸
能
と
し
て
知
ら
れ
る
。
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
一
月
十
五
日
、
当
時
の
内
裏
が
焼

神
鏡
不
在
の
内
侍
所
御
神
楽

中
　
　
本
　
　
真
　
　
人
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亡
し
て
神
鏡
が
破
損
し
た
。
同
年
十
二
月
、
一
条
天
皇
の
命
に
よ
り
、
神
鏡
に
対
す
る
奉
仕
儀
礼
と
し
て
始
め
ら
れ
た
の
が
内
侍

所
御
神
楽
で
あ
る
。
松
前
健
は
「
内
侍
所
神
楽
は
、ど
う
み
て
も
、神
鏡
に
対
す
る
奉
仕
儀
礼
で
、天
皇
に
対
す
る
儀
礼
で
は
な
い
」

と
し
た
上
で
「
こ
の
神
楽
が
、
主
上
の
内
侍
所
御
拝
の
儀
の
後
、
内
侍
が
辛
櫃
の
御
鈴
を
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
こ

と
や
、
神
鏡
の
災
厄
、
動
座
な
ど
の
異
変
の
際
に
必
ず
行
な
う
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
神
楽
と
神
鏡
と
の
関
係
を
明
白
に
示
し
て
い

る
」（
１
）
と
説
明
し
て
い
る
。
当
初
は
内
侍
所
に
対
す
る
臨
時
の
行
事
と
し
て
不
定
期
に
行
わ
れ
た
が
、
や
が
て
恒
例
化
さ
れ
て
毎

年
十
二
月
の
行
事
と
な
っ
た
。
恒
例
行
事
と
な
り
、
ま
た
内
裏
の
移
転
に
と
も
な
っ
て
神
鏡
の
奉
安
場
所
が
変
遷
し
て
も
、
伊
勢

の
神
に
対
す
る
奉
仕
儀
礼
の
意
識
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

南
北
朝
分
裂
後
も
、
北
朝
は
内
侍
所
御
神
楽
を
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し
正
平
一
統
に
よ
り
北
朝
が
一
時
的
に
消
滅
し
、
神
鏡

が
南
朝
に
渡
る
と
、
南
朝
は
賀
名
生
御
所
に
お
い
て
内
侍
所
御
神
楽
を
行
っ
た
。
一
方
の
北
朝
は
、
約
四
十
年
に
わ
た
っ
て
、
神

鏡
を
保
持
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
鏡
に
対
す
る
奉
仕
儀
礼
で
あ
る
内
侍
所
御
神
楽
は
、
天
皇
の
遷
幸
や
諒
闇
な

ど
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
る
。（
２
）

　

鎌
倉
後
期
よ
り
、内
侍
所
御
神
楽
は
秋
季
の「
臨
時
御
神
楽
」と
、十
二
月
の「
恒
例
御
神
楽
」の
二
回
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
北
朝
は
、
ほ
と
ん
ど
の
年
を
「
内
侍
所
臨
時
恒
例
御
神
楽
」
と
し
て
一
日
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
三

種
の
神
器
を
保
持
し
た
光
厳
院
政
期
よ
り
、
す
で
に
こ
の
儀
礼
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
鏡
不
在
と
の
直
接
的
な
因
果

関
係
は
な
い
。
た
だ
し
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
正
平
一
統
を
境
と
し
て
大
き
く
状
況
が
異
な
る
。
神
鏡
の
奉
仕
儀
礼
と
し
て

行
わ
れ
た
光
厳
院
政
期
に
対
し
て
、
後
光
厳
朝
以
降
は
神
鏡
を
喪
失
し
た
状
態
で
の
儀
礼
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
後
光
厳
期
の
不
安
定
さ
は
、
内
侍
所
御
神
楽
の
財
政
基
盤
に
も
影
響
し
、
特
に
召
人
の
御
訪
の
料
足
の
欠
如
と
い
う
形
で
あ
ら

わ
れ
た
。
王
朝
時
代
や
鎌
倉
期
の
内
侍
所
御
神
楽
に
比
べ
る
と
、
楽
人
な
ど
の
規
模
は
縮
小
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う

な
環
境
に
あ
っ
て
、
北
朝
が
内
侍
所
御
神
楽
の
存
続
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
時
期
の
朝
儀
に
つ
い
て
、
小
川
剛
生
は
「
永
和
年
間
、
朝
儀
も
ま
た
陵
遅
の
極
み
に
あ
っ
た
。
こ
の
応
安
・
永
和
年
間
を

境
と
し
て
、
御
斎
会
・
女
叙
位
・
踏
歌
節
会
・
石
清
水
臨
時
祭
・
灌
仏
・
最
勝
講
・
乞
巧
奠
・
例
幣
・
神
今
食
・
京
官
除
目
が
中

絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
３
）と
説
明
す
る
。
し
か
し
多
く
の
朝
儀
が
中
絶
す
る
中
に
あ
っ
て
も
、
内
侍
所
御
神
楽
は
存
続
し
て
い

る
。
し
か
も
内
侍
所
御
神
楽
の
経
済
的
負
担
は
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
や
や
下
っ
た
時
期
の
資
料
に
な
る
が
、

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
か
ら
二
年
（
一
四
九
三
）
に
か
け
て
の
諸
行
事
の
費
用
は
、
内
侍
所
御
神
楽
（
三
〇
六
〇
疋
）、
節
折

（
七
一
〇
疋
）、追
儺
（
三
〇
〇
疋
）、四
方
拝
（
四
二
〇
疋
）、淵
酔
（
二
八
〇
疋
）、叙
位
（
二
一
六
〇
疋
）、三
節
会
（
八
五
〇
〇
疋
）、

そ
の
他
（
九
〇
〇
疋
）
で
あ
っ
た
。（
４
）
北
朝
が
神
鏡
不
在
の
ま
ま
内
侍
所
御
神
楽
を
存
続
さ
せ
た
時
期
か
ら
は
約
百
年
の
差
が
あ

る
が
、
各
行
事
の
経
費
を
比
較
す
る
上
で
参
考
に
で
き
よ
う
。
内
侍
所
御
神
楽
は
、
殿
上
・
陪
従
・
近
衛
の
各
召
人
と
人
長
、
お

よ
び
官
人
の
奉
仕
を
必
要
と
し
た
。
財
政
的
基
盤
の
脆
弱
な
北
朝
に
と
っ
て
、
毎
年
の
内
侍
所
御
神
楽
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た

は
ず
だ
が
、
そ
れ
で
も
存
続
の
道
を
選
ん
だ
か
ら
に
は
、
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
神
鏡
を
手
放
し
た
北
朝
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
か
ら
内
侍
所
御
神
楽
を
再
開
さ
せ
た
の
か
。
再
興
時
の
状
況
に
つ
い

て
『
園
太
暦
』（
５
）文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
十
二
月
三
十
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

後
聞
、
今
夜
被
レ
行
二
内
侍
所
御
神
楽
一
云
々
、
以
二
御
辛
櫃
一
儼
如
在
礼
有
二
此
事
一
、
寿
永
例
歟
、
可
レ
尋
、

文
和
元
年
、
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
が
再
興
さ
れ
た
と
き
、
洞
院
公
賢
は
辛
櫃
を
も
っ
て
「
如
在
礼
」
が
と
ら
れ
「
寿
永
例
」
が

用
い
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
北
朝
が
内
侍
所
御
神
楽
に
あ
た
っ
て
根
拠
と
し
た
「
如
在
礼
」
お
よ
び
「
寿
永
例
」
と
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
「
如
在
」
の
先
例
に
つ
い
て
、
寿
永
期
を
中
心
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。
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二
、「
如
在
」
の
先
例

　
「
如
在
」
と
は
「（「
論
語
‐
八
佾
」
の
「
祭
如
レ
在
、
祭
レ
神
如
二
神
在
一
」
に
よ
る
語
）
神
・
主
君
な
ど
が
、
眼
前
に
い
る
か
の

よ
う
に
、
つ
つ
し
み
か
し
こ
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
態
度
で
、
こ
と
を
と
り
行
な
う
こ
と
。
に
ょ
ざ
い
」（『
日
本
国
語
大

辞
典 

第
二
版
』）
と
説
明
さ
れ
る
。
古
記
録
に
は
「
如
在
礼
」
の
ほ
か
「
如
在
儀
」、「
如
在
之
礼
」、「
如
在
之
儀
」
な
ど
と
表
記

さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
に
「
如
在
礼
」
に
統
一
す
る
。

　

次
に
「
如
在
」
の
用
例
を
み
て
お
き
た
い
。『
西
宮
記
』
所
載
『
貞
信
公
記
』（６
）承
平
六
年
（
九
三
六
）
十
一
月
十
九
日
条
に
は
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

依
二
御
物
忌
一
不
レ
御
二
南
殿
一
、
但
垂
二
御
簾
一
行
二
如
在
礼
一
、
右（
藤
原
仲
平
）

大
臣
為
二
内
弁
一
、
无
二
小
忌
参
議
一
、
年
来
不
レ
聞
事
也
、

今
日
給
レ
禄
、

承
平
六
年
の
新
嘗
祭
の
豊
明
節
会
で
は
、
朱
雀
天
皇
が
物
忌
に
よ
っ
て
臨
席
し
な
か
っ
た
た
め
、
御
簾
を
下
ろ
し
て
「
如
在
礼
」

が
と
ら
れ
た
。
天
皇
不
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、天
皇
の
い
る
ご
と
く
儀
礼
を
執
り
行
う
の
が
「
如
在
礼
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
日

本
紀
略
』（
７
）長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
四
月
十
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

戌
刻
。
天
皇
落
餝
。
崩
二
于
清
涼
殿
一
。
春
秋
廿
九
。
在
位
廿
年
。
去
三
月
以
来

御
躰
不
予
。

子
刻
。
諸
卿
近
衛
以
二
璽
剱
一
奉
二
皇　
後
朱
雀
　

太
子
於
昭
陽

舎
一
。
依
レ
有
二
遺
詔
一
。
暫
秘
二
喪
事
一
。
以
二
如
在
之
儀
一
。
今
日
。
譲
二
位
皇
太
弟
一
。
大
床
子
。
并
小
御
厨
子
。
時
簡
。

殿
上
御
倚
子
等
。
運
二

新
帝
御
所
一

。

後
一
条
天
皇
が
崩
御
し
、
皇
太
弟
の
敦
良
親
王
が
践
祚
し
た
と
き
、
実
際
は
天
皇
の
崩
御
に
よ
る
皇
位
継
承
で
あ
っ
た
が
、
天
皇

の
死
後
も
し
ば
ら
く
は
そ
の
事
実
が
伏
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
天
皇
生
前
の
ご
と
く
譲
位
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
、
形
式
的
に
は
譲
位

に
よ
っ
て
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
天
皇
）
が
践
祚
し
た
こ
と
に
さ
れ
た
。

　

次
に
「
寿
永
例
」
を
み
て
い
く
。『
玉
葉
』（
８
）
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
八
月
十
九
日
条
に
は
、次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。
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神
鏡
事
、

　
　

左
大
臣
、
皇（

藤
原
実
房
）

后
宮
大
夫
、
前
源
中（
雅
頼
）納
言
、

如
二
諸
道
勘
申
一
、
可
レ
被
レ
存
二
如
在
之
儀
一
、
然
者
、
立
二
浜
床
一
設
二
御
座
一
、
可
レ
儼
二
恒
例
臨
時
之
神
事
一
、
忽
不
レ
可
レ

及
二
御
辛
櫃
一
欤
、
兼
又
可
レ
被
レ
祈
二
申
諸
社
并
山
陵
一
、

　
　

堀
川
大（

藤
原
忠
親
）

納
言
、
八
条
中（
藤
原
長
方
）

納
言
、
源
宰（
通
親
）相
中
将
、

神
鏡
忽
不
レ
令
二
紛
失
一
、暫
御
覊
中
、被
レ
行
二
如
在
之（

マ
ゝ
）議一

、還
依
レ
有
二
其
恐
一
、女
官
等
候
二
内
侍
所
一
、可
レ
致
二
祈
請
一
欤
、

凡
可
レ
被
レ
申
二
伊
勢
已
下
諸
社
一
欤
、
且
行
二
徳
政
一
、
且
致
二
祈
請
一
者
、
定
令
二
還
坐
一
欤
、
但
任
二
勘
文
之
趣
一
、
可
レ
存
二

如
在
之
礼
一
者
、
任
二
天
徳
之
例
一
、
召
二
年
料
辛
櫃
一
、
可
レ
被
レ
奉
レ
安
二
置
内
侍
所
一
欤
、
神
鏡
縦
不
レ
御
、
何
可
レ
棄
二
内
侍

司
一
哉
、

　
　

民
部
卿
、
親
宗
朝
臣
、

事
出
二
不
慮
之
外
一
、
更
無
二
可
レ
准
之
例
一
、
但
如
二
諸
道
勘
文
申
一
、
致
二
如
在
之
礼
一
、
専
可
レ
令
二
祈
請
一
欤
、
御
辛
櫃
已

下
、
任
レ
例
可
レ
奉
二
作
儲
一
、
先
於
二
明
後
日
一
者
、
召
二
大
蔵
省
辛
櫃
一
、
以
二
駅
駅

〔
鈴
イ
〕一

可
レ
付
レ
之
欤
、

寿
永
二
年
、源
義
仲
入
京
の
噂
が
流
れ
る
と
、平
宗
盛
ら
は
安
徳
天
皇
を
奉
じ
て
都
落
ち
し
、一
緒
に
三
種
の
神
器
も
持
ち
出
し
た
。

後
白
河
院
ら
は
、
新
帝
擁
立
を
決
め
、
三
種
の
神
器
不
在
の
中
で
践
祚
の
儀
の
準
備
を
進
め
た
。
後
鳥
羽
天
皇
擁
立
に
あ
た
っ
て
、

神
鏡
不
在
と
い
う
現
実
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
「
如
在
礼
」
で
あ
っ
た
。
公
卿
た
ち
は
「
年
料
辛
櫃
」
か
「
大

蔵
省
辛
櫃
」
を
内
侍
所
辛
櫃
の
代
用
と
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

　

後
鳥
羽
天
皇
践
祚
の
翌
年
、
神
鏡
不
在
の
内
侍
所
に
お
い
て
恒
例
の
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
記
』（
９
）

所
引
『
心
記
』
元
暦
元
年
（
寿
永
三
年
、
一
一
八
四
）
十
二
月
九
日
条
に
は
、

　
　

内
侍
所
御
神
楽
、
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殿
上
人
、
可

レ
尋

レ
入
、　
篳
篥
少
将
親
能
、

と
記
さ
れ
る
。「
如
在
礼
」
に
よ
っ
て
、
内
侍
所
御
神
楽
は
神
鏡
の
あ
る
状
態
と
同
様
に
執
行
さ
れ
た
。
前
掲
の
「
寿
永
例
」
は
、

こ
の
内
侍
所
御
神
楽
を
示
す
。

　

元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
二
月
、
臨
時
御
神
楽
が
相
次
い
で
行
わ
れ
た
。
二
十
日
は
内
侍
所
、
二
十
四
日
は
石
清
水
八
幡
宮

寺（
10
）、さ
ら
に
二
十
七
日
は
上
下
賀
茂
社（

11
）で
あ
る
。
こ
の
う
ち
内
侍
所
に
つ
い
て
は
『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
記
』
所
引
『
心
記
』

同
年
二
月
二
十
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　
　

内
侍
所
御
神
楽
、

　
　
　

殿
上
召
人
、

　
　
　
　

右
中
将
雅
賢
朝
臣
、
本
拍
子
、　

少
納
言
師
広
、
末
拍
子
、

　
　
　
　

民
部
大
輔
兼
定
、
笛
、　
　
　
 
侍
従
ゝ
　ゝ
　
　
　
「
資
時
卿
、
和
琴
、

　
　
　
　

右
少
将
成
定
、　　
　
　
　

 
左
少
将
親
能
、
篳
篥
、

榊
、
幣
、
片
折
、
諸
挙
、
韓
神
、
薦
枕
、
尻
挙

折
、

志
都
也
、
礒
等
、
篠
波
、
角
総
、
湊
田
、
蟋
蟀
、
千
歳
、
折
、
早
歌
、

九
首
、
あ
か
か
り

よ
り
、
上
拍
子　

星
三
首
、
木
綿
作
、

折
、　

昼
目
、　　
　

 
朝
倉
、
其
駒
、

割
注
に
「
是
内
侍
所
無
為
可
レ
有
二
御
入
洛
一
御
祈
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
侍
所
（
神
鏡
）
の
帰
還
を
祈
念
す
る
目
的
で
行
わ
れ

た
臨
時
御
神
楽
で
あ
っ
た
。
四
日
後
に
行
わ
れ
た
石
清
水
も
「
是
内
侍
所
無
為
有
二
御
入
洛
一
御
祈
也
」（

12
）と
あ
る
の
で
、
同
じ
祈

願
を
神
鏡
の
な
い
内
侍
所
と
、
石
清
水
に
奉
げ
た
こ
と
に
な
る
。
神
鏡
不
在
の
内
侍
所
に
お
い
て
、
神
鏡
の
入
洛
を
祈
願
し
う
る

と
こ
ろ
に
「
如
在
礼
」
の
融
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

寿
永
二
年
か
ら
文
治
元
年
に
か
け
て
、
三
種
の
神
器
が
京
を
離
れ
た
た
め
、
内
侍
所
も
神
鏡
不
在
と
な
っ
た
。
そ
の
現
実
を
乗

り
越
え
つ
つ
、
後
鳥
羽
天
皇
擁
立
の
た
め
に
採
ら
れ
た
の
が
「
如
在
礼
」
で
あ
っ
た
。
松
前
健
は
「
こ
の
内
侍
所
御
神
楽
の
対
象

是
内
侍
所
無
為
可

レ

有
二

御
入
洛
一

御
祈
也
、

末
歟
、

於
介
取
レ
之
、
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で
あ
っ
た
神
鏡
は
、
も
と
も
と
三
種
の
神
器
の
一
つ
と
し
て
、
天
皇
が
即
位
儀
礼
な
ど
に
用
い
、
ま
た
常
に
こ
れ
を
帯
し
て
い
た

一
種
の
レ
ガ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
奈
良
朝
以
前
は
、
単
な
る
儀
器
・
宝
器
に
す
ぎ
ず
、
他
の
剣
璽
の
二
器
と
同
じ
く
、

何
の
祭
祀
の
対
象
に
も
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
初
め
ご
ろ
に
は
、
そ
ろ
そ
ろ
「
伊
勢
御
神
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
そ

の
霊
験
が
信
ぜ
ら
れ
て
来
て
い
た
」（

13
）
と
し
て
、
本
来
レ
ガ
リ
ア
に
過
ぎ
な
か
っ
た
神
鏡
が
、
伊
勢
の
神
と
同
一
視
さ
れ
、
信
仰

の
対
象
と
な
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
藤
田
勝
也
は
「
内
侍
所
に
奉
安
さ
れ
る
鏡
は
、
摂
関
期
を
通
じ
て
次
第
に
神
聖
化

さ
れ
神
事
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
中
で
、
関
連
儀
礼
も
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
。
内
侍
所
は
ま
さ
に
神
鏡
奉
安
の
た
め
の
宮
中
祭

祀
施
設
と
し
て
機
能
的
確
立
を
果
た
す
の
で
あ
る
」（

14
）
と
、
内
侍
所
が
宮
中
祭
祀
施
設
に
変
化
し
て
い
く
過
程
を
解
明
し
た
。
平

安
末
期
、
後
白
河
院
た
ち
が
神
鏡
不
在
の
事
態
を
「
如
在
礼
」
で
乗
り
切
れ
た
背
景
に
は
、
た
と
え
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
神
鏡

が
不
在
で
あ
っ
て
も
、
内
侍
所
を
祭
祀
施
設
と
し
て
運
用
で
き
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
「
寿
永
例
」
は
、
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
の
再
興
に
あ
た
っ
て
先
例
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
項
で
は
、
北

朝
が
神
鏡
不
在
の
内
侍
所
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

三
、二
条
良
基
と
神
鏡
、
内
侍
所
御
神
楽

　

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
後
光
厳
天
皇
は
、
三
種
の
神
器
を
保
持
し
な
い
ま
ま
践
祚
し
た
。
践
祚
の
手
続
き
を
め
ぐ
っ
て
『
園

太
暦
』
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
七
月
二
十
五
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

自
二
博〔
良
基
〕陸一
有
レ
使
、
弼
少
納
言
長
綱
朝
臣
也
、
条
々
被
二
示
合
一
、
践
祚
日
入
二
御
皇
居
一
御
事
、
代
々
執
政
進
二
庇
車
一
、

今
度
無
二
其
物
一
、
仍
欲
レ
用
二
院
御
車
一
之
処
、
破
損
散
々
物
也
、
唐
庇
御
車
無
二
相
違
一
被
レ
用
可
レ
為
二
何
様
一
哉
、
将
又

自
二
外
廻
一
行
啓
儀
被
レ
略
之
条
如
何
、
又
内
侍
所
実
体
渡
御
之
間
、
如
二
御
辛
櫃
浜
床
一
被
レ
用
二
如
在
儀
先
例
一
也
、
而
今
度
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御
辛
櫃
已
下
現
在
之
由
、武
家
辺
有
二
其
聞
一
、彼
御
辛
櫃
等
被
二
奉
迎
一
之
時
儀
、可
レ
為
二
何
様
一
哉
、条
々
引
勘
可
レ
申
者
、

関
白
の
二
条
良
基
よ
り
洞
院
公
賢
に
対
し
て
、
後
光
厳
天
皇
践
祚
を
め
ぐ
る
諮
問
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
内
侍
所
の
神
鏡
が
南

朝
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
辛
櫃
を
浜
床
に
据
え
て
「
如
在
儀
先
例
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
そ
の
辛
櫃
は
ど
の
よ
う
に
調
達
さ
れ
た
の
か
。『
園
太
暦
』
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
八
月
十
八
日
条
に
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　

内
侍
所
御
辛
櫃
事
、
御
沙
汰
治
定
之
趣
不
二
存
知
一
、
不
審
之
間
、
今
日
相
二
尋
匡
遠
一
、
返
状
続
レ
之
、

去
夜
践
祚
儀
無
二
一
事
違
乱
一
被
二
逐
行
一
了
、
就
中
風
雨
難
治
之
処
、
臨
レ
期
属
レ
晴
候
、
珍
重
ニ
存
候
、
刻
限
以
下
遅
々
、

及
二
午
刻
一
事
訖
、
― 
窮
屈
仕
候
之
間
、
今
日
不
二
参
仕
一
候
、
恐
存
候
、
近
日
旁
可
二
参
申
上
一
候
、
此
間
御
沙
汰
之
次
第
、

云
二
兼
日
一
云
二
当
日
一
、
忩
委
細
可
二
注
進
仕
一
候
、

内
侍
所
御
辛
櫃
事
、
一
昨
日
別
自
二
執〔

良
基
〕柄一

被
二
仰
下
一
候
之
間
、
不
レ
能
レ
申
二
子
細
一
、
匡
遠
夜
前
先
参
二
向
左
女
牛
若
宮
一
、

申
二
沙
汰
一
候
、
当
社
禰
宜
盛
兼
令
二
祗
候
一
、
奉
レ
出
二
御
辛
櫃
一
、
刀
自
番（

采
）女

請
二
取
之
一
、
如
レ
形
奉
レ
褁
也
、
召
二
駕
輿
丁
一
、
密
々

奉
レ
渡
二
内
裏
一
了
、
六
位
史
盛
宣
一
人
供
奉
之
儀
候
、
只
密
々
可
二
渡
申
一
之
由
被
二
仰
下
一
之
間
、
如
レ
此
申
二
沙
汰
仕
一
了
、

委
細
之
旨
此
間
可
二
参
入
仕
一
候
、
且
得
二
此
御
意
一
、
内
々
可
レ
令
二
洩
申
上
一
給
哉
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　

八
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匡
遠

後
光
厳
天
皇
の
践
祚
の
儀
に
あ
た
っ
て
は
、
左
女
牛
若
宮
の
辛
櫃
が
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
計
画
を
主
導
し
た
の
も
良
基
で
あ
っ

た
。
後
鳥
羽
天
皇
擁
立
時
と
同
じ
く
、
内
侍
所
の
「
如
在
礼
」
は
代
用
の
辛
櫃
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

神
鏡
不
在
の
内
侍
所
御
神
楽
は
「
如
在
礼
」
が
用
い
ら
れ
た
。
後
光
厳
天
皇
擁
立
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
を
み
る
と
、
良
基
が

内
侍
所
御
神
楽
の
継
続
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
上
で
『
園
太
暦
』
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
十
二
月

二
十
一
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。
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一
昨
日
仰
下
さ
れ
候
廃
務
発
二
物
音
一
事
、
師〔
中
原
〕茂
・
匡〔
小
槻
〕遠
な
と
に
あ
い
た
つ
ね
候
へ
は
、
所
見
分
明
な
ら
ぬ
よ
し
申
候
、
内

侍
所
の
御
神
楽
な
と
ハ
、
官
外
記
し
る
し
候
ハ
し
と
存
候
、
康
永
三
年
愚〔

園
太
暦
〕記、
は
ゝ
か
り
な
か
ら
し
る
し
い
た
し
て
ま
い

ら
せ
候
、
こ
の
と
し
月
次
祭
、
内
裏
穢
に
て
式
日
の
ひ
候
、
廃
務
日
の
儀
、
御
沙
汰
も
や
候
つ
ら
ん
、
上
卿
右
衛
門
督
に
て

候
按〔

三
条
実
継
〕

察
卿
に
て
候
と
覚
候
、
た
つ
ね
も
下
さ
れ
候
へ
き
や
ら
ん
、
例
―
―
用
捨
の
や
う
も
、
猶
執〔

二
条
良
基
〕

柄
な
と
へ
も
申
談
せ
ら

れ（
候
脱
力
）て、

治
定
候
へ
く
候
や
ら
ん
、
御
心
候
て
、
御
ひ
ろ
う
候
へ
く
候
、
あ
な
か
し
こ
、

後
光
厳
天
皇
の
諮
問
に
対
し
て
、
洞
院
公
賢
が
廃
務
日
の
内
侍
所
御
神
楽
の
先
例
を
奏
上
し
た
。
そ
の
文
面
の
中
で
、
関
白
の
二

条
良
基
ら
と
も
相
談
し
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
を
進
言
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
良
基
は
南
北
朝
期
に
摂
関
、
太
政
大
臣
、
准
三

后
を
務
め
た
公
家
の
筆
頭
で
あ
り
、
古
典
学
に
通
じ
て
足
利
義
満
に
有
職
故
実
を
授
け
た
。
ま
た
北
朝
に
あ
っ
て
朝
儀
復
興
に
尽

力
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

良
基
は
、
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。『
永
和
大
嘗
会
記
』（

15
）
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
十
月

二
十
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

大
か
た
三
種
の
神
器
の
こ
と
は
左
右
な
く
申
へ
き
に
侍
ら
ね
ど
も
、
を
ろ
〳
〵
し
る
し
侍
な
り
、（
中
略
）
抑
三
種
の
神
器

い
ま
た
山
中
を
出
さ
る
よ
し
、
世
の
人
お
も
へ
り
、
愚
意
に
は
こ
と
〳
〵
く
当
朝
に
現
在
せ
る
と
思
ひ
給
な
り
、
其
故
は
、

む
か
し
楚
王
黄
帝
の
烏
号
の
弓
を
う
し
な
ふ
事
あ
り
、
王
の
た
ま
は
く
、
楚
人
弓
を
ぬ
す
む
、
国
の
中
を
は
な
る
へ
か
ら
す
、

霊
器
お
な
し
か
る
へ
し
と
、
孔
子
き
ゝ
て
の
た
ま
は
く
、
惜
哉
、
天
下
に
と
の
た
ま
は
さ
る
事
を
と
、
ま
こ
と
に
紛
失
す
と

い
ふ
と
も
、
一
天
の
内
を
は
な
る
へ
か
ら
す
、
况
宝
剣
は
す
な
は
ち
草
な
き
の
剱
の
正
躰
な
り
、
い
ま
熱
田
に
ま
し
ま
す
、

西
海
に
し
つ
み
し
宝
剣
は
、
是
を
う
つ
さ
れ
た
る
も
の
な
り
、
神
鏡
す
な
は
ち
伊
勢
大
神
宮
の
正
体
な
り
、
い
ま
神
宮
に
ま

し
ま
す
、
み
な
こ
れ
当
朝
の
う
ち
叡
信
を
こ
ら
さ
れ
は
、
宮
中
に
ま
し
ま
す
に
か
は
る
へ
か
ら
す
、
神
璽
は
又
天
子
の
玉
印

な
り
、
文
を
ま
ほ
る
、
政
を
た
ゝ
し
く
せ
ら
れ
は
、
こ
れ
す
な
は
ち
又
神
璽
な
る
べ
し
、
三
種
の
霊
体
た
ゝ
国
家
の
政
化
儀
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を
ま
ほ
る
の
み
な
り
、
し
か
あ
ら
ば
治
政
の
時
は
外
に
あ
り
と
云
と
も
、
体
を
合
へ
し
、
衰
乱
の
世
に
は
、
宮
中
に
あ
り
と

い
ふ
と
も
、
殆
其
益
あ
る
へ
か
ら
さ
る
に
こ
そ
、
こ
れ
は
み
な
先
賢
の
記
す
る
所
な
れ
は
、
さ
た
め
て
あ
や
ま
り
あ
ら
し
と

そ
お
も
ひ
つ
る
、
く
た
〳
〵
し
き
や
う
な
れ
と
も
事
の
つ
ゐ
て
に
し
る
し
申
な
り
、

二
条
良
基
は
、
そ
も
そ
も
神
鏡
の
正
体
は
伊
勢
神
宮
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
皇
の
信
仰
が
揺
る
が
な
け
れ
ば
、
南
朝
側
に
あ
る
神

鏡
も
都
に
あ
る
の
と
同
じ
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
良
基
の
主
張
に
つ
い
て
、
小
川
剛
生
は
「
朝
廷
の
善
政
を
も
っ
て
護
世
の
証
と

す
る
観
念
的
な
思
考
で
あ
り
、
北
朝
・
幕
府
の
相
対
的
な
政
治
情
勢
の
安
定
を
背
景
に
し
た
強
弁
で
も
あ
る
が
、
神
器
の
不
在
と

い
う
事
実
に
対
す
る
、
北
朝
に
よ
る
殆
ど
唯
一
の
弁
明
で
あ
り
、
良
基
の
大
宰
と
し
て
の
立
場
を
体
し
た
文
章
で
あ
る
」（

16
）
と
述
べ

て
い
る
。
右
に
掲
げ
た
三
種
の
神
器
を
め
ぐ
る
良
基
の
説
は
、北
朝
が
内
侍
所
御
神
楽
を
継
続
さ
せ
た
根
拠
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

良
基
が
、
頑
な
な
ま
で
に
朝
儀
復
興
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
通
り
だ
が
、
内
侍
所
御
神
楽
は
神
鏡
不
在
の
現
実
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
も
、
中
絶
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
行
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

後
光
厳
朝
以
降
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
そ
の
崇
敬
の
対
象
で
あ
る
神
鏡
を
失
っ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
神
鏡
に
対
す
る
奉
仕
儀
礼

と
い
う
本
来
の
目
的
に
従
え
ば
、
内
侍
所
御
神
楽
は
中
絶
か
衰
退
と
い
う
道
を
選
ん
で
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
毎
年
内
侍
所
で
は
「
臨
時
恒
例
御
神
楽
」
が
催
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
秋
季
御
神
楽
の
再
興
も
試
み
ら
れ
る
な
ど
、

神
鏡
の
存
し
た
こ
ろ
と
同
様
の
行
事
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
朝
儀
復
興
の
機
運
に
つ
い
て
、
小
川
剛
生
は
「
良

基
が
固
執
し
た
朝
儀
復
興
と
は
、
現
在
を
否
定
し
、
過
去
を
慕
う
尚
古
思
想
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
手
段
は
優

れ
て
現
実
的
で
あ
っ
た
」（

17
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
辛
櫃
を
内
侍
所
の
代
用
と
し
た
の
は
良
基
で
あ
っ
た
が
、
内
侍
所
御
神

楽
の
継
続
に
あ
た
っ
て
「
如
在
礼
」
と
い
う
現
実
的
手
段
を
利
用
し
た
の
も
、
や
は
り
良
基
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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四
、
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
の
観
客

　

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
の
観
客
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
御
神
楽
を
は
じ
め
と
す
る
神
事
は
、
神

に
対
す
る
奉
仕
儀
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
意
味
で
は
見
世
物
で
も
あ
っ
た
。
石
原
比
伊
呂
は
「
儀
礼
と
は
、
儀
礼
中
の
所
作

や
席
次
を
通
じ
て
社
会
的
身
分
関
係
を
視
覚
的
に
現
出
さ
せ
、
あ
る
べ
き
社
会
秩
序
を
表
現
す
る
と
い
う
社
会
的
機
能
が
あ
る
」

と
し
た
上
で「
朝
廷
儀
礼
や
節
会
な
ど
に
は
、天
皇
が
天
皇
た
る
由
縁
を
再
生
産
す
る
と
い
う
機
能
が
あ
り
、皇
統
の
分
裂
下
で
は
、

現
に
皇
位
に
あ
る
「
王
家
」
が
真
に
正
当
な
「
王
家
」
た
る
こ
と
を
保
障
す
る
装
置
で
も
あ
っ
た
」（

18
）
と
説
明
し
て
い
る
。
内
侍

所
御
神
楽
は
、
天
皇
が
拝
礼
し
、
そ
の
臨
席
の
も
と
で
殿
上
召
人
ら
に
よ
る
神
楽
歌
が
奏
さ
れ
る
。
内
侍
所
御
神
楽
は
、
北
朝
の

天
皇
の
「
叡
信
」
を
視
覚
的
に
現
出
す
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
が
、
南
朝
や
反

幕
府
勢
力
に
対
し
て
、
正
統
性
を
主
張
す
る
機
会
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
そ
の
主
張
は
、
広
く
見
物
さ
れ
て

は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
当
時
の
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
々
に
見
物
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

鎌
倉
初
期
よ
り
、
内
侍
所
御
神
楽
に
は
多
く
の
民
衆
の
観
客
が
あ
っ
た
。『
順
徳
天
皇
御
記
』
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
十
二
月

十
六
日
条
に
は
「
見
物
人
々
雑
人
等
感
事
過
法
、
落
涙
之
人
多
之
」
と
あ
る
ほ
か
、『
明
月
記
』
同
日
条
に
も
「
実
教
卿
衣
冠
交

二
雑
人
一
聴
聞
云
々
、
実
宣
卿
又
同
二
大
理
一
、
微
二
行
禁
中
一
事
如
何
」
と
あ
る
な
ど
、
御
神
楽
の
儀
礼
空
間
に
「
雑
人
」
の
存
在

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
南
北
朝
期
の
土
御
門
東
洞
院
内
裏
に
お
け
る
内
侍
所
御
神
楽
で
も
、
多
く
の
観
客
の
存
在
が
あ
っ
た
。『
御
神
楽
雑
記

乾
』（

19
）所
引
『
信
俊
卿
記
』
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
閏
十
月
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

一
陪
従
兵
衛
大
夫
経
方
持
二
参
私
器
一
之
処
、
中
夜
御
神
楽
以
前
臥
置
間
、
見
物
之
人
踏
二
破
之
一
、
希
代
不
思
儀（
議
）、

以
外
事
也
、
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其
身
表
示
之
由
存
、
雖
レ
然
二
始
終
一
無
二
殊
事
一
、
仍
自
二
中
日
一
召
二
寄
予
器
一
弾
レ
之
、

南
朝
か
ら
神
鏡
の
帰
還
し
た
際
の
三
ヶ
夜
内
侍
所
臨
時
御
神
楽
に
お
い
て
、見
物
の
人
が
誤
っ
て
和
琴
を
踏
み
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
恒
例
行
事
と
は
大
き
く
状
況
が
異
な
る
も
の
の
、
内
侍
所
御
神
楽
の
奏
楽
の
現
場
に
ま
で
見
物
の
民
衆
が
押
し
寄
せ
た

事
実
が
確
認
で
き
る
。
小
川
剛
生
は
「
こ
の
時
代
の
内
裏
は
、
里
内
裏
で
あ
る
ゆ
え
、
四
周
が
道
路
に
直
接
面
す
る
訳
で
、
必
ず

し
も
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
政
務
朝
儀
の
行
わ
れ
る
日
は
見
物
人
で
溢
れ
て
い
た
」
と
し
た
上
で
「
禁
中
奥
深

く
ま
で
無
関
係
の
観
衆
が
闖
入
す
る
こ
と
、
常
識
で
は
理
解
し
が
た
い
現
象
で
あ
る
。
と
は
い
え
中
世
の
朝
廷
は
こ
う
し
た
見
物

人
を
必
ず
し
も
排
除
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
以
下
自
分
た
ち
が
「
見
ら
れ
る
」
身
体
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
」（

20
）
と
指
摘
す
る
。
天
皇
や
公
家
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
見
物
人
の
存
在
を
充
分
に
意
識
し
な
が
ら
内
侍
所
御
神
楽
に
臨

ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。

　

二
条
良
基
も
、
内
裏
の
見
物
を
意
識
し
て
い
た
。『
永
和
大
嘗
会
記
』
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
十
一
月
二
十
五
日
条
に
は
、

清
暑
堂
御
神
楽
に
つ
い
て
「
御
神
楽
の
程
、
あ
ま
り
に
雑
人
お
ほ
く
て
、
き
ゝ
も
わ
か
れ
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
後
円
融
天
皇
の

永
和
元
年
の
清
暑
堂
御
神
楽
は
、
楽
が
聞
こ
え
な
い
ほ
ど
の
「
雑
人
」
が
殺
到
し
た
。
も
ち
ろ
ん
良
基
は
「
雑
人
」
に
特
別
な
関

心
を
寄
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
御
神
楽
に
お
け
る
見
物
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
神
鏡
不
在
の
現
実
を
乗
り
越
え
る
目
的
か
ら
、
二
条
良
基
を
中
心
に
執
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
後

鳥
羽
天
皇
の
「
如
在
礼
」
を
先
例
と
し
つ
つ
、
現
実
に
即
し
た
形
で
利
用
さ
れ
た
。
良
基
は
、
御
神
楽
に
集
客
力
の
あ
る
こ
と
を

認
め
た
上
で
、
神
鏡
に
対
す
る
天
皇
の
「
叡
信
」
を
視
覚
的
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
北
朝
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
。
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五
、
足
利
将
軍
と
内
侍
所
御
神
楽

　

内
侍
所
御
神
楽
の
開
催
の
た
め
に
は
、
公
家
社
会
の
人
々
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
天
皇
は
内
侍
所
に
対
し
て
拝
礼
を
行

い
、
御
神
楽
の
間
は
臨
席
し
た
。
実
際
の
奏
楽
は
、
楽
家
の
殿
上
人
と
近
衛
官
人
が
務
め
る
。
さ
ら
に
執
行
の
責
任
は
関
白
（
摂

政
）
が
負
っ
た
。
朝
廷
が
自
立
で
き
た
時
代
は
、
公
家
社
会
が
内
侍
所
御
神
楽
を
運
営
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
南
北
朝
期
の

北
朝
は
幕
府
に
多
く
を
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
後
光
厳
朝
以
降
の
朝
廷
は
、
幕
府
に
全
面
的
に
依
存
す
る
形
に

な
り
、
内
侍
所
御
神
楽
の
開
催
も
幕
府
の
財
政
的
支
援
な
し
に
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

や
や
下
っ
た
時
期
の
史
料
に
な
る
が
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』（

21
）
所
引
『
尋
尊
大
僧
正
記
』
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
正
月

四
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

尊
氏
将
軍
以
来
、
公
家
御
儀
毎
事
武
家
よ
り
申
沙
汰
、

初
代
将
軍
尊
氏
以
来
、
朝
廷
の
諸
儀
礼
は
幕
府
が
用
立
て
た
。
後
光
厳
期
の
北
朝
は
、
幕
府
の
御
訪
（
献
金
）
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
侍
所
御
神
楽
も
同
様
の
状
況
で
あ
り
『
宣
胤
卿
記
』（

22
）
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
十
二
月
二
十
九
日
条

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　
　

今
夜
内
侍
所
御
神
楽
、
当
御
代

初
度
、

（
中
略
）

　
　

武
家
惣
用
不
レ
及
二
沙
汰
一
、
被
レ
付
二
公
家
用
脚
一
云
々
、

文
亀
元
年
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
幕
府
か
ら
の
支
援
が
な
か
っ
た
た
め
、
公
家
が
経
費
を
用
立
て
た
と
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
内
侍

所
御
神
楽
は
、
幕
府
の
財
政
的
支
援
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
内
侍
所
御
神
楽
の
執
行
に
幕
府
の
支
援
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
一
方
で
、
将
軍
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
が
内
侍
所
御

神
楽
に
直
接
関
与
し
た
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
古
記
録
に
よ
る
限
り
、
尊
氏
と
義
詮
が
御
神
楽
に
臨
席
し
た
事
実
は
な
く
、
ま
た
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積
極
的
に
意
見
し
た
よ
う
な
形
跡
も
認
め
ら
れ
な
い
。
初
期
の
室
町
幕
府
が
、
公
家
社
会
に
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
を
好
ま
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
最
初
の
二
代
の
将
軍
は
内
侍
所
御
神
楽
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
三
代
義
満
に
至
っ
て
、
将
軍
の
姿
勢
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）、
義
満
は
現
職
の
将
軍
と

し
て
初
め
て
内
侍
所
御
神
楽
を
聴
聞
し
た
。『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
記
』
所
引
『
敦
有
卿
記
』
康
暦
二
年
十
二
月
十
三
日
条
に
は
、

義
満
の
行
動
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

内
侍
所
臨
時
恒
例
両
座
御
神
楽
也
、
臨
時
奉
行
蔵
人
弁
資
衡
、　

恒
例
奉
行
蔵
人
次
官
家
房
、信
俊
朝
臣
依
二
兼
日
一
催
二
参
仕
一
、
将
軍
参
内
聴
聞
之
間
、
別
而
被
レ
刷
二

其
儀
一
、（
中
略
）
臨
時
御
神
楽
了
、
宸
儀
還
御
、
大
樹
韓
神
之
後
退
出
、

こ
の
夜
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
義
満
の
聴
聞
に
よ
っ
て
特
別
に
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
義
満
は
「
韓
神
」
の
あ
と
に
退
出
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
将
軍
の
臨
席
に
つ
い
て
、
石
原
比
伊
呂
は
「
将
軍
が
儀
礼
に
参
加
し
た
場
合
、
幕
府
と
し
て
は
将
軍
に
赤
っ
恥

を
か
か
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
そ
の
儀
礼
は
威
儀
厳
重
に
執
り
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
「
首

長
た
る
義
詮
や
義
満
が
朝
儀
に
参
加
す
る
以
上
、
幕
府
は
そ
の
威
儀
厳
重
な
催
行
の
た
め
の
財
政
援
助
を
惜
し
む
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
公
家
社
会
の
視
点
に
立
て
ば
、
将
軍
を
公
事
に
参
加
さ
せ
れ
ば
、
臨
時
収
入
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」（

23
）
と
説
明
し
て
い
る
。
公
家
社
会
は
、
内
侍
所
御
神
楽
に
義
満
を
臨
席
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
財
政
的
支
援
を
期
待

し
た
の
で
あ
る
。

　

義
満
に
対
し
て
は
、
二
条
良
基
が
朝
儀
復
興
を
目
的
と
し
て
、
公
家
文
化
の
感
化
を
進
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
小
川
剛

生
は
「
良
基
の
義
満
へ
の
感
化
は
公
事
か
ら
、
広
く
和
歌
・
連
歌
・
学
問
、
あ
る
い
は
蹴
鞠
・
立
花
・
猿
楽
な
ど
の
藝
道
ま
で
及

ん
だ
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
義
満
個
人
へ
の
影
響
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
康
暦
・
永
徳
期
は
、諸
事
停
滞
し
た
南
北
朝
時
代
に
あ
っ

て
、
文
化
の
興
隆
が
初
め
て
顕
著
な
時
期
で
あ
っ
た
。
公
家
日
記
を
は
じ
め
多
く
の
史
料
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
時
期
が

後
世
か
ら
准
拠
と
す
べ
き
先
例
に
富
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
」（

24
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
良
基
の
努
力
に
よ
っ
て
北
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朝
の
文
化
が
再
興
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
内
侍
所
御
神
楽
の
臨
席
を
勧
め
た
の
も
、
や
は
り
義
満
の
指
南
役
の
良
基

で
あ
ろ
う
。
も
し
義
満
が
内
侍
所
御
神
楽
に
奏
者
と
し
て
関
与
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
鎌
倉
後
期
の
よ
う
に
秋
季
の
「
臨
時
御
神

楽
」
と
十
二
月
の
「
恒
例
御
神
楽
」
に
復
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
康
暦
二
年
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
短
時
間
で
義
満
が
退
席
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
後
は
続
か
な
か
っ
た
。
確
か
に
初

の
臨
席
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
軍
が
御
神
楽
に
関
心
を
持
っ
た
様
子
は
認
め
ら
れ
な
い
。
義
満
は
笙

の
奏
者
と
し
て
宮
中
の
音
楽
に
介
入
し
た
が
、
御
神
楽
に
は
笙
が
な
か
っ
た
。
義
満
は
、
自
身
の
奏
楽
の
機
会
は
な
い
と
理
解
し

た
は
ず
で
あ
る
。先
述
し
た
よ
う
に
内
侍
所
御
神
楽
に
対
す
る
財
政
的
支
援
は
、す
で
に
尊
氏
・
義
詮
の
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。

義
満
の
内
侍
所
御
神
楽
に
対
す
る
姿
勢
は
、
先
の
二
代
の
路
線
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
義
満
に
よ
っ
て
御
神
楽
が
旧
儀
に
戻

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
以
降
の
将
軍
た
ち
も
内
侍
所
御
神
楽
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
南
北
朝
合
一
に
よ
っ
て
、
三
種
の
神
器
が
京
に
帰
還
し
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
三
ヶ
夜
内
侍
所
臨
時

御
神
楽
が
行
わ
れ
た
。
石
原
比
伊
呂
は
「
義
満
は
、南
朝
の
後
亀
山
か
ら
後
小
松
へ
の
神
器
譲
渡
を
効
果
的
に
演
出
す
る
た
め
に
、

内
侍
所
御
神
楽
の
挙
行
を
指
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、こ
の
神
器
譲
渡
が
成
功
裏
に
完
遂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

後
小
松
の
皇
位
の
正
当
性
に
、
合
法
的
な
保
障
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（

25
）
と
指
摘
し
て
い
る
。『
御

神
楽
雑
記
乾
』
所
引
『
信
俊
卿
記
』
明
徳
三
年
閏
十
月
五
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
自
二
今
夜
一
、
於
二
内
侍
所
一
被
レ
始
二
行
三
ヶ
夜
御
神
楽
一
、
文
治
例
云
々
、
奉
行
蔵
人
左
少
弁
宣（
中
御
門
）俊、

伝
奏
日
野
大
納
言
、

資
教

卿
、

任
二
文
治
例
一
、
可
二
申
沙
汰
一
之
由
、
自
二
室（

足
利
義
満
）

町
殿
一
被
二
召
仰
一
云
々
、
然
之
間

予
（
綾
小
路
信
俊
）相

二
尋
奉
行
左
少
弁
一
云
、
然
者
任
二

彼
先
規
一
、
加
二
歌
数
一
、
唱
二
秘
曲
一
、
勧
盃
禄
等
可
レ
有
之
哉
之
由
、
令
レ
申
二
奉
行
一
之
間
、
忩
可
二
伺
申
一
之
由
申
也
、

則
及
レ
晩
、
自
二
左
少
弁
許
一
、
以
二
使
者
一
、
今
朝
奉
之
間
事
伺
申
入
之
処
、
只
引
二
上
毎
年
臨
時
御
神
楽
一
、三
ヶ
夜
被
レ
行

レ
之
也
、
仍
不
レ
可
レ
有
二
異
事
一
之
由
被
二
仰
下
一
云
々
、
奉
之
由
返
答
了
、
然
者
文
治
例
無
用
歟
、
無
二
大
曲
一
之
段
太
背
レ
理
、
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無
念
驚
入
者
也
、

義
満
は
「
文
治
例
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
も
の
の
、
秘
曲
な
ど
の
特
別
な
儀
礼
は
不
要
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
郢

曲
の
家
の
綾
小
路
信
俊
は
強
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
義
満
の
姿
勢
に
対
し
て
、
小
川
剛
生
は
「
北
朝
の
反
撥
に
配
慮
し

て
、
神
器
帰
還
の
印
象
さ
え
薄
く
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」（

26
）
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
猪
瀬
千
尋
も
「
義
満
は
三
箇
夜
内
侍
所

御
神
楽
の
開
催
に
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
」（

27
）
と
し
て
い
る
。
義
満
の
消
極
的
姿
勢
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
論

に
お
い
て
も
神
鏡
不
在
の
時
期
の
「
如
在
礼
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

北
朝
は
三
代
約
四
十
年
に
渡
っ
て
三
種
の
神
器
を
保
持
せ
ず
、
内
侍
所
は
「
如
在
礼
」
を
貫
い
た
。
神
鏡
の
実
物
を
前
に
し
た

内
侍
所
御
神
楽
を
記
憶
す
る
者
も
減
少
し
て
、
も
は
や
過
去
の
作
法
と
感
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
で
に
「
如
在
礼
」
が
常
態

化
し
、
神
鏡
不
在
の
内
侍
所
御
神
楽
は
当
然
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
義
満
は
、
良
基
か
ら
有
職
故
実
を
伝
受
し
て
お
り
、
そ
の

教
え
に
従
っ
て
朝
儀
に
参
画
し
て
い
た
。
神
鏡
の
有
無
が
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
す
る
姿
勢
も
、
良
基
か
ら
受
け
継
い
で
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
神
鏡
の
帰
還
時
は
「
如
在
礼
」
と
同
様
に
「
文
治
例
」
が
用
い
ら
れ
、
三
ヶ
夜
内
侍
所
臨
時
御
神
楽
が
行
わ
れ

た
が
、
義
満
の
態
度
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。「
如
在
礼
」
に
基
づ
け
ば
、
た
と
え
神
鏡
が
帰
還
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
御
神
楽

を
盛
大
に
執
行
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

南
朝
に
神
鏡
を
渡
し
た
北
朝
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
「
如
在
礼
」
を
先
例
と
し
て
、
神
鏡
不
在
の
状
態
の
ま
ま
内
侍
所
御
神
楽
を

継
続
し
た
。
後
光
厳
朝
の
朝
儀
復
興
を
主
導
し
た
二
条
良
基
は
、
天
皇
の
「
叡
信
」
に
よ
っ
て
、
た
と
え
内
侍
所
に
神
鏡
が
奉
安

さ
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
て
も
、
神
鏡
が
存
在
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
良
基
の
考
え
を
視
覚
的
に
現
出
す
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る
た
め
に
は
、
年
中
行
事
の
多
く
が
中
絶
す
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
内
侍
所
御
神
楽
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
中
世
の
内
侍
所
御
神
楽
は
、
多
く
の
観
客
が
内
裏
に
参
入
す
る
行
事
で
あ
り
、
王
卿
貴
族
も
そ
の
目
を
充
分
に
意

識
し
て
い
た
。「
如
在
礼
」
は
、
北
朝
の
正
統
性
の
示
さ
れ
る
機
会
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

内
侍
所
御
神
楽
を
は
じ
め
と
す
る
北
朝
の
年
中
行
事
は
、
室
町
幕
府
の
財
政
的
支
援
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
良
基
の
説

を
吸
収
し
つ
つ
、
尊
氏
・
義
詮
の
路
線
を
継
承
し
た
義
満
は
、
現
職
の
将
軍
と
し
て
初
め
て
内
侍
所
御
神
楽
に
臨
席
し
た
。
し
か

し
南
朝
か
ら
三
種
の
神
器
を
取
り
戻
し
た
と
き
も
、
義
満
は
秘
曲
を
用
い
た
特
別
な
行
事
は
不
必
要
と
し
て
、
例
年
の
内
侍
所
臨

時
御
神
楽
を
指
示
し
て
い
る
。
す
で
に
北
朝
は
約
四
十
年
に
渡
っ
て
「
如
在
礼
」
を
続
け
て
お
り
、
神
鏡
に
奉
納
す
る
内
侍
所
御

神
楽
も
過
去
の
記
憶
と
化
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
義
満
は
、
笙
の
奏
者
と
し
て
朝
廷
の
音
楽
に
介
入
す
る
一
方
で
、
内
侍
所
御
神

楽
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
笙
の
な
い
御
神
楽
は
、
義
満
に
と
っ
て
関
心
を
抱
き
に
く
い
行
事
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
　
　
　
注

（
１
）
松
前
健
「
内
侍
所
御
神
楽
の
成
立
」（『
松
前
健
著
作
集 

第
４
巻 
神
と
芸
能
』
お
う
ふ
う
、平
成
十
年
、初
出
『
平
安
博
物
館
研
究
紀
要
』

四
輯
、
財
団
法
人
古
代
学
協
会
、
昭
和
四
十
七
年
、
後
『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』
塙
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
）

（
２
）拙
稿「
北
朝
の
内
侍
所
御
神
楽 

―
後
光
厳
朝
を
中
心
に
―
」（
新
潟
大
学
人
文
学
部『
人
文
科
学
研
究
』一
四
三
号
、平
成
三
十
年
十
一
月
）

（
３
）
小
川
剛
生
は
「
伝
記
考
証
」（『
二
条
良
基
研
究
』
笠
間
書
院
、
平
成
十
七
年
）

（
４
）『
宣
胤
卿
記
』
貢
馬
伝
奏
事

（
５
）
本
文
は
、
史
料
纂
集
に
よ
る
。
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（
６
）
本
文
は
、
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
７
）
本
文
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
８
）
本
文
は
、
図
書
寮
叢
刊
に
よ
る
。

（
９
）
本
文
は
、
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
蔵
『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
六
一
八
六
‐
二
）
に
よ
る
。

（
10
）『
御
神
楽
雑
記
乾
』
所
引
『
定
能
卿
記
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
二
月
二
十
四
日
条

（
11
）『
御
神
楽
雑
記
乾
』
所
引
『
定
能
卿
記
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
二
月
二
十
七
日
条

（
12
）
前
掲
『
御
神
楽
雑
記
乾
』
所
引
『
定
能
卿
記
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
二
月
二
十
四
日
条

（
13
）
松
前
健
「
御
神
楽
の
性
格
」（
前
掲
『
松
前
健
著
作
集
・
第
四
巻
・
神
と
芸
能
』、
初
出
『
日
本
民
俗
研
究
大
系
』
六
巻
、
國
學
院
大
學
、

昭
和
六
十
一
年
）

（
14
）
藤
田
勝
也
「
宮
中
祭
祀
施
設
と
し
て
の
内
侍
所
」（『
日
本
古
代
中
世
住
宅
史
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
十
四
年
、
初
出
「
宮

中
内
侍
所
の
建
築
的
展
開
―
院
政
期
貴
族
住
宅
に
お
け
る
家
政
機
関
の
空
間
に
関
す
る
研
究
―
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』

三
九
七
号
、
平
成
元
年
）

（
15
）
本
文
は
、
大
日
本
史
料
に
よ
る
。

（
16
）
前
掲　

小
川
剛
生
「
伝
記
考
証
」

（
17
）
前
掲　

小
川
剛
生
「
伝
記
考
証
」

（
18
）石
原
比
伊
呂「
北
朝
天
皇
家
と「
王
家
」の
執
事
」（『
足
利
将
軍
と
室
町
幕
府 

時
代
が
求
め
た
リ
ー
ダ
ー
像
』戎
光
祥
出
版
、平
成
三
十
年
）

（
19
）
本
文
は
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
御
神
楽
雑
記
乾
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
三
〇
一
一
‐
六
）
に
よ
る
。

（
20
）
小
川
剛
生
「
内
裏
を
覗
く
遁
世
者
」（『
兼
好
法
師 

徒
然
草
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
真
実
』
中
公
新
書
、
平
成
二
十
九
年
）

（
21
）
本
文
は
、
増
補
続
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
22
）
本
文
は
、
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
23
）
石
原
比
伊
呂
「
足
利
義
満
と
北
朝
天
皇
家
」（
前
掲
『
足
利
将
軍
と
室
町
幕
府 
時
代
が
求
め
た
リ
ー
ダ
ー
像
』）

（
24
）
前
掲　

小
川
剛
生
「
伝
記
考
証
」

（
25
）
石
原
比
伊
呂
「『
内
侍
所
御
神
楽
部
類
記
』
に
み
る
足
利
義
満
と
室
町
前
期
の
公
家
社
会
」（
研
究
代
表
者
田
島
公
『
目
録
学
の
構
築
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と
古
典
学
の
再
生
〔
中
間
成
果
報
告
書
Ⅰ
〕』
平
成
二
十
一
年
）

（
26
）
小
川
剛
生
「
北
山
殿
で
の
祭
祀
と
明
国
通
交
」（『
足
利
義
満 

公
武
に
君
臨
し
た
室
町
将
軍
』
中
公
新
書
、
平
成
二
十
四
年
）

（
27
）
猪
瀬
千
尋
「
三
ヶ
夜
内
侍
所
御
神
楽
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
世
王
権
の
音
楽
と
儀
礼
』
笠
間
書
院
、
平
成
三
十
年
）

【
付
記
】
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
若
手
研
究 

研
究
課
題
番
号18K

12281

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


